
利用者分10％ 食費 居住費 １日あたり合計
（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ａ）+（Ｂ）+（Ｃ）

第 １ 段 階 300 820 1,678
第 ２ 段 階 600 820 1,978
第 ３ 段 階 ① 1,000 1,310 2,868
第 ３ 段 階 ② 1,300 1,310 3,168
第 ４ 段 階 1,640 2,150 4,348
第 １ 段 階 300 820 1,805
第 ２ 段 階 600 820 2,105
第 ３ 段 階 ① 1,000 1,310 2,995
第 ３ 段 階 ② 1,300 1,310 3,295
第 ４ 段 階 1,640 2,150 4,475
第 １ 段 階 300 820 1,863
第 ２ 段 階 600 820 2,163
第 ３ 段 階 ① 1,000 1,310 3,053
第 ３ 段 階 ② 1,300 1,310 3,353
第 ４ 段 階 1,640 2,150 4,533
第 １ 段 階 300 820 1,935
第 ２ 段 階 600 820 2,235
第 ３ 段 階 ① 1,000 1,310 3,125
第 ３ 段 階 ② 1,300 1,310 3,425
第 ４ 段 階 1,640 2,150 4,605
第 １ 段 階 300 820 2,014
第 ２ 段 階 600 820 2,314
第 ３ 段 階 ① 1,000 1,310 3,204
第 ３ 段 階 ② 1,300 1,310 3,504
第 ４ 段 階 1,640 2,150 4,684
第 １ 段 階 300 820 2,089
第 ２ 段 階 600 820 2,389
第 ３ 段 階 ① 1,000 1,310 3,279
第 ３ 段 階 ② 1,300 1,310 3,579
第 ４ 段 階 1,640 2,150 4,759
第 １ 段 階 300 820 2,162
第 ２ 段 階 600 820 2,462
第 ３ 段 階 ① 1,000 1,310 3,352
第 ３ 段 階 ② 1,300 1,310 3,652
第 ４ 段 階 1,640 2,150 4,832

１８４単位

１日 １８単位

１日 １２単位

１日 ２３単位

１日 １８単位

１食 ８単位

１日 ３０単位

※長期利用者減算（６１日～）　　　　▲ 規定に準ずる

１日 ９０単位

５０単位

１日 ６４単位

規定に準ずる

１００単位

　　　　(所定単位数×0.047～0.14)

　　　　　　　　　【1単位　10.55円】

看護体制加算（Ⅳ）ィ

※療養食加算

※緊急短期入所受入加算　

※口腔連携強化加算(１月で１回)

※介護予防長期利用者減算(３１日～)　　　　▲

生産性向上推進体制加算Ⅰ(１月で１回)

ショートステイサービスあすなろ　利用料金表(R.6 4月から）

１日の基本料金＝利用者分10％+食費+居住費＋各加算  *一定以上所得者の場合、自己負担割合が2～3割となります。

要介護度 単位 国保分90％ 段階

815

(781)

要支援　１

(31日目～)

529

(503)

5022

(4,775)

558

(531)

要支援　２

(31日目～)

656

(623)

6228

(6,572)

685

(658)

918

(886)

8,715

(8,412)

969

(935)

要介護　１

（61日目～）

704

(670)

6,684

(6,361)

743

(707)

要介護　２

（61日目～）

772

(740)

7,329

(7,026)

要介護　５

（61日目～）

987

(955)

9,370

(9,067)

1,042

(1,008)

送迎加算（利用者のみ）片道

要介護　３

（61日目～）

847

(815)

7,956

(7,738)

894

(860)

要介護　４

（61日目～）

R6.5廃止

※介護職員処遇改善加算Ⅰ

　　　　　　　　（所定単位数×0.083）

※特定処遇改善加算Ⅱ

　　　　　　　　(所定単位数×0.023)

※介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算

※看取り連携体制加算

※長期利用者減算（３１日～６０日）　　　　▲

夜勤職員配置加算（Ⅱ）

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

　　　　　　　　(所定単位数×0.016)

R6.6～改定

※介護職員処遇改善加算Ⅰ～Ⅴ

看護体制加算（Ⅲ）ィ


